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「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウム 2014 青森の開催について 

 

 

１ 全国自治体シンポジウムの目的 

  「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウムは、「子どもの権利条約」の理念に基づき、

地域における子ども支援や子育て支援に向けた子ども施策のあり方やまちづくりの展望を見出

すために、有識者や全国自治体職員が集まり、独自の施策の紹介や実施に伴う課題、その解決事

案等の情報共有や意見交換及び研修の場として開催するものであり、平成１４年から開催されて

きたところである。 

 

 

２ 青森市での開催意義 

  本シンポジウムの青森市での開催は、「青森市子ども総合計画」や「青森市子どもの権利条例」

に掲げた「子どもの最善の利益を優先して考えること」を基本的な考え方として、子ども支援・

子育て支援施策に取り組んでいる本市にとって、今後の子ども施策の推進にあたって、情報・意

見交換や研修の場として、また、創意工夫ある取組をしている自治体とのネットワークづくりの

場として、絶好の機会となるものである。 

 

 

３ 開催内容（予定）について 

 (1)開催日時：①平成 26 年 10 月 11 日（土） 13 時 00 分～17 時 15 分 

②平成 26 年 10 月 12 日（日）  9 時 30 分～16 時 00 分 

       

 (2)開催場所：青森県総合社会教育センター及び青森県立図書館 

 

(3)テーマ 

  ○子どもの権利条約 国連採択２５周年 日本批准２０周年 

  〔主テーマ〕子どもにやさしいまちをめざして 

  〔サブテーマ〕～いのち、暮らし、あそび、学び～ 

 

 (4)主な企画 

○１日目 ・オープニングセレモニー      13 時 00 分～13 時 30 分 

        ・全体会（シンポジウム）         13 時 45 分～17 時 15 分 

               テーマ：「子どもにやさしいまちをめざして～いのち、暮らし、あそび、学び～」 

        シンポジスト等：調整中 

○２日目 ・分科会               9 時 30 分～16 時 00 分 

 テーマ：①「子どもの相談・救済」 

    ②「子どもの虐待防止」 
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    ③「子どもの居場所」 

    ④「子ども参加」 

    ⑤「子ども計画」 

    ⑥「子ども条例」 

    ⑦「学校における子ども支援」 

報告者：調整中 

 

 ※その他の詳細については、今後の実行委員会で決定。 

 

 

 


